
　

　　宇陀市の財政健全化判断比率について
　 　

平成２０年９月４日
宇陀市財務部財政課

  

１．地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

　   

　 (1)健全化判断比率の公表

　 　地方公共団体は、毎年度、次の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議

　 会に報告し、住民に公表しなければならない。

　 ①実質赤字比率

　 ②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）

　 ③実質公債費比率

　 ④将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規

　 　模に対する比率）

　

　 (2)財政の早期健全化

　 ①財政健全化計画

　 　　財政健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健

　 　全化計画を定めなければならない。

　 ②財政健全化計画の策定手続等

　 　　財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに住民に公表するとともに、

　 　総務大臣・都道府県知事へ報告する。

　 　　又、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、住民に公表する。

　 ③国等の勧告等

　 　　財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると

　 　認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告を行う。

　 　

　 (3)財政の再生

　 ①財政健全化計画

　 　　財政健全化判断比率のうちの実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率

　 　（以下「財政再生判断比率」という。）が財政再生基準以上の場合には、財政再生

　 　計画を定めなければならない。

　 ②財政健全化計画の策定手続、国の同意等

　 　イ．財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに住民に公表する。

　 　ロ．財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めること。

　 　ハ．財政再生計画を定めている地方公共団体（財政再生団体）は、毎年度、その実

　 　　　施状況を議会に報告し、公表する。

　 ③地方債の起債の制限

　 　　財政再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、

　 　財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き

　 　地方債の起債ができない。



　  

　 ④地方財政法第５条（地方債の制限）の特例

　     財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方

　 　財政法第５条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生

　 　計画の計画期間内である地方債（再生振替特例債）を起こすことができる。

　 ⑤国の勧告、配慮等

　   イ．財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、

　 　　総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告することができる。

　 　ロ．再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について、

　 　　国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行う。

　

　 (4)公営企業の経営の健全化

　 　公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査

　 委員の審査に付した上で議会に報告し、公表する。

　 　これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなら

　 ない。

　 　又、(2)の②、③の規定、及び(5)の規定を準用する。

　 　

　 (5)外部監査

　 　地方公共団体の長は、財政健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上

　 となった場合等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。

　 　

　 　　

　 　

　 　　

　 　　

　 　

　 　　

　 　　

　 　

　 　　

　 　　

　 　　

　 　

　 　　

　 　　

　 　

　 　　

　 　　

　 　

　 　　

　 　



２．財政健全化判断比率の適用

　 (1)財政健全化判断比率と健全化義務の適用

　 　財政健全化判断比率の公表は平成１９年度決算分から、判断比率の基準以上に該当した

　 ときの健全化計画の策定の義務付け・外部監査の義務付け等の規定は、平成２０年度決算

　 分から適用される。

　

　 (2)指標の対象範囲

　 　　

　 健全化判断比率等の対象となる宇陀市の会計

【旧制度】 【財政健全化法の４＋１指標】
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３．宇陀市の財政健全化判断比率の状況

平成１９年度の宇陀市の決算状況に基づく財政健全化判断比率

№ 指標 指標の概要

早期健全化基準（イエローカード）

財政再生基
準(レッド
カード）国の

基準範囲

宇陀市に
適用される

基準

宇陀市の
Ｈ１９決算
の数値

1
実質

赤字比率
普通会計の実質収支赤字額 ▲11．25

～▲15.00％ ▲13.07％
＋0.60％
（黒字）

▲20.0％
標準財政規模

２
連結実質
赤字比率

全会計の実質収支赤字額 ▲16．25％
～▲20.00％ ▲18.07％

＋8.33％
（黒字）

▲30.0％
標準財政規模

３
実質公債費

比率

普通会計の公債費（元利償還
費）＋特別会計・公営企業・一
部事務組合へ繰り出す公債費 25.0％ 同左 20.9％ 35.0％

標準財政規模

のＨ17～Ｈ19の3ヵ年平均

４
将来負担

比率

普通会計が負担すべき将来の債
務（全会計・一部事務組合の負
担義務のある残債、土地開発公
社の債務保証、負担義務のある

職員の退職金など）

350％ 同左 255.6％ なし

　 標準財政規模

　
公営企業（公営企業とみなす特別会計を含む）

５
資金不足

比率

公営企業等
の内部留保
資金（流動
資産）の不
足額

榛原特定土地区画

▲20.0％ 同左

（＋）100.0％

なし

簡易水道事業 （＋）2.7％

下水道事業 （＋）3.6％

÷ 保養センター事業 ▲　236.8％

公営企業の
営業の規模

市立病院事業 （＋）32.0％

介護老人保健施設 （＋）105.7％

上水道事業 （＋）123.2％

普通会計＝ 宇陀市の場合、「一般会計」「住宅新築資金等特別会計」「霊苑事業特別会
計」「歯科診療所特別会計」「土地取得特別会計」の５会計を通算したもの。

　

標準財政規模＝ 地方自治体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の
規模を示すもの。（標準税収入＋各譲与税＋普通交付税＋臨時財政対策債）



４．宇陀市の財政健全化判断比率の数値状況（Ｈ１９決算）

　 一般会計　＋351,236千円  

　 住宅資金会計▲315,070千円 ５会計の合計
＋72,314千円　 霊苑会計　＋28,764千円

　 普通会計の
実質収支赤字額

　歯科診寮所　＋7,383千円

土地取得事業会計  ＋１千円

(1) 実質赤字比率 ＝ ＝ ＝ （＋0.6％）標準財政規模 　 11,864,334千円

（準公営企業の収支）
＋30,208千円　 （実質収支） 　 （実質収支）

普通会計
＋72,314千円 ＋

国保会計
介護会計
老健会計

＋45,617千円

＋
簡易水道会計　＋7,624千円
下水道会計　　＋9,135千円
榛原土地区画　＋13,449千円

(2)
連結

実質赤字比率
＝

11,864,334千円（標準財政規模）

（公営企業の資金不足・剰余額）
＋841,022千円

＋

市立病院　＋1,033,427千円

さんとぴあ　＋487,001千円 　 　 　 　

上水道　　　＋472,764千円 　 　 　 　

美榛苑　　▲1,152,170千円
＝

989,161千円
＝（＋8.33％）

（分母は上段のまま） 11,864,334千円

公債費充当
一般財源
3,723,151

千円

＋

公営企業に要
する経費の財
源とする地方
債の償還に充
てた繰出金
639,417千円

＋

一部事務組合
等の起こした
地方債に充て
た補助金又は

負担金
59,982千円

＋

その他公債費に
準ずる債務負担
行為5,041千円

　

一時借入金利子
1,347千円

(3)
実質

公債費比率
＝ 　

標準財政規模
11,864,334千円 －

普通交付税において地方債の元利償
還に要する経費として基準財政需要
額に算入される額　2,510,818千円

　 　

－

普通交付税において
地方債の元利償還に
要する経費として基
準財政需要額に算入

される額
2,510,817千円

Ｈ17＝20.44851％ 3ヵ年平均

Ｈ18＝21.84608％ ⇒
20.9％

Ｈ19＝20.50694％

＝
1,918,121千円

＝
20.50694％
（Ｈ19）（分母は上段のまま） 9,353,516千円



普通会計の
地方債残高
37,011,809

千円

＋

公営企業債等
の繰り出し
見込み額

7,387,158千
円

＋

一部事務組合
等への負担
見込み額

210,582千円

＋
職員等の退職手
当負担見込額
5,305,867千円

　

(4) 将来負担比率 ＝
　 標準財政規模

11,864,334千円 －
普通交付税において地方債の元利償
還に要する経費として基準財政需要
額に算入される額　2,510,818千円

　

＋

土地開発公社
の負債負担見

込み額
999,442千円

－

充当でき
る基金

1,117,404
千円

－
充当できる
特定の歳入
892,524千円

－
基準財政需要額

算入見込額
24,992,855千円

（分母は上段のまま）

＝
23,912,075千円

＝ ２５５．６％
9,353,516千円

　

(5)公営企業の資金不足比率

営業の規模（Ａ） 流動資産（Ｂ） 流動負債（Ｃ）
解消可能資金
不足額（Ｄ）

榛原特定土地区画 13,449 6,225 42 0

簡易水道事業 282,421 1,197,891 1,190,187 0

下水道事業 251,321 1,108,775 1,099,640 0

保養センター事業 486,515 23,737 1,336,047 160,140

市立病院事業 3,232,777 1,386,437 353,010 0

介護老人保健施設 460,620 511,380 24,379 0

上水道事業 383,316 735,133 262,369 0

資金不足比率

（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）
※１ 　榛原特定土地区画・簡易水道・下水

道の３会計については、（Ｂ）欄の
「流動資産」を「歳入」と、（Ｃ）欄
の「流動負債」を「歳出」と読み替え
る。

（Ａ）

榛原特定土地区画 （＋）100.0 ％

簡易水道事業 （＋）2.7 ％

下水道事業 （＋）3.6 ％

保養センター事業 ▲　236.8 ％
※２ （Ｄ）欄の「解消可能資金不足額」

は、資金不足（又は赤字収支）でない
場合は算出しない。

市立病院事業 （＋）32.0 ％

介護老人保健施設 （＋）105.7 ％

上水道事業 （＋）123.2 ％
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